
議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

東京三会と小金井市との「災害時における特別法律相談に関する協定」締結の件 左記協定の締結 異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（1件目） 疾病を理由とする免除申請 会費支払免除（7か月）を認める旨異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（2件目） 疾病等に準ずる事由を理由とする免除申請 会費支払免除を認めない旨異議なく可決承認

選択的夫婦別姓制度の早期実現に向けた法改正提言を求める要望書の件 左記要望書の東京都知事への提出 異議なく可決承認
入会審査及び指定法付記請求 入会審査20件、指定法付記請求0件 日弁連への名簿登録請求進達を可とすることを異議なく可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び指定法 資格承認申請7件、特定外国法指定申請1件 承認を是とする旨を異議なく答申
広報室嘱託弁護士選任の件 左記嘱託弁護士（新任）1名の選任の件 選任を是とする旨を異議なく答申
令和6年度一般会計・特別会計決算の件 左記議案を二弁定期総会（5/29）に付議する件 総会付議を是とする旨を異議なく答申
令和7年度一般会計・特別会計予算案の件 同上 総会付議を是とする旨を賛成多数で答申
令和8年度4・5月分　一般会計・特別会計暫定予算案の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
綱紀委員会委員選任の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
総会議案諮問事項6において選任された委員がその選任後任期満了までに欠けた場合の補欠選任について常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
災害その他やむを得ない事由により、令和7年度の臨時総会が令和8年1月までに、また、令和8年度の定期総会が5月に開くことができないときには、
当会資格審査会委員及び予備委員、綱紀委員会委員及び予備委員並びに懲戒委員会委員及び予備委員の選任を常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

総会議案諮問事項1で議決された第二東京弁護士会会則の一部を改正する会則の施行の日の定めを常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
総会議案諮問事項2で議決された外国法事務弁護士特別会員及び外国法事務弁護士法人特別会員会規の一部を改正する会規の施行の日の定めを
常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

第7号議案で議決された会則一部改正（第25条）の施行の日の定めを常議員会に一任する件（※2025年3月27日常議員会総会諮問事項7） 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
第8号議案で議決された議事会規の一部を改正する会規の施行の日の定めを常議員会に一任する件（※2025年3月27日常議員会総会諮問事項8） 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
選挙会規一部改正の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申
第13号議案で議決された選挙会規の一部を改正する会規の施行の日の定めを常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

報
告
事
項

関東弁護士会連合会規約の一部改正（第13条）の件 左記規約改正の報告
山下ソフト（Accessソフト）の保守契約（株式会社NSDとの「移行・運用・保守業務支援委託契約書」締結）の件 左記契約締結の報告
国選弁護人等への援助金の支出に関する細則一部改正の件 左記細則改正の報告
早期独立弁護士支援ワーキンググループ設置要綱一部改正の件 左記要綱改正の報告
シンガポール弁護士会と第二東京弁護士会の間に於ける友好協定書更新の件 左記協定書更新の報告
東京都との不活動宗教法人対策業務に関する協定締結について 左記協定締結の報告
憲法記念日を迎えての会長声明の件 2025年5月3日に会長声明を発した旨の報告
業務システムリプレースに関する報告（定期総会報告）の件 左記報告
業務システムリプレースの年間作業報告（2024年分）及び月間作業報告（2024年12月～2025年4月分）の件 左記報告
日本学術会議法案に反対する会長声明の件 2025年5月2日に会長声明を発した旨の報告
弁護士推薦委員会報告の件 推薦結果の報告
2025年度委員選任の件（理事者一任事項の選任報告） 左記委員の選任報告
2025年度幹事選任の件 左記幹事の選任報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。4/30現在） 4/30現在　7,303名（正会員6,867名、外国特別会員226名、法人会員204名、外国法人特別会員6名）
登録取消8件、登録換え退会10件
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本常議員会は定期総会の直前ということもあり、
多くの議案が上程されたが、議決・諮問事項はい
ずれも可決承認された。日下部真治令和6年度会
長から会務報告がなされ、永滋康令和6年度副会

常議員会
〈報告者〉  栗林 武史（59期）

令和7年5月12日 常議員40名中28人出席

報告
長から決算報告がなされた。令和6年度は、一般
会計から基本財産基金特別会計へ1億5000万円の
繰入れを行った結果、約3億9000万円の赤字予算
を計上していたが、最終的には9740万円の黒字
決算となった。主な要因は、国際ロマンス詐欺案
件に伴う弁護士会照会に係る賦課金収入の増加や
フリーランス関係受託事業の収支差益であった。
これらは一過性のものであるため、引き続き財務
体質の安定強化のため、適切な支出抑制策を講じ
る必要が説かれ、日野義英令和6年度監事、横山
聡令和6年度幹事からも同様の意見が示された。

なお、令和6年度監事から、同年度の決算を正当
なものと認める意見が示された。令和7年度予算
に関しては、現在、基本財産基金特別会計には約
39億円の繰越金が存在するが、同特別会計は大
きな収入がない一方で、会館改築費やシステムリ
プレースに関する支出等が見込まれるため、令和
7年度も一般会計から基本財産基金特別会計へ1
億6500万円の繰入れを行う方針であることが説
明された。システムリプレースについては、令和
6年度に要件定義工程が終了し、令和7年度は設
計工程に入っていることが説明された。この過程

でクレジットカード決済機能の追加等、当初想定
していなかった費用が増加し、今後も機能追加等
が想定されるため、開発費用の総額は当初の想定
よりも2億円程度増加することが見込まれるとの
報告があった。
令和7年度は、100周年記念事業も予定されて

いるため、例年よりも財務バランスに配慮した運
営が求められる。執行部は大変な舵取りを担うこ
とになるが、くれぐれも体調を崩さないよう気を
付けていただきたい。�

常議員会報告


